
　　　 イ　 場所　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号　 熊本県庁行政棟本館地下１階入札
　　　　　　　 室
　（４）　 入札書の提出方法
　　　　 ３の（３）の記載の場所に持参するものとする。ただし、持参できないときには、
　　　 ３の（１）記載の場所に入札前日までに必着するよう郵送（書留郵便に限る。）す
　　　 ること。
４　 入札に関する事務を担当する部局の名称
　　 熊本県健康福祉部障害保健福祉課支援費制度班（熊本県庁行政棟新館 �階）
　　 郵便番号　 ��������　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 電話番号　 ������������　 内線 ����
５　 その他
　（１）　 入札、契約手続等について使用する言語及び通貨
　　　　 日本語及び日本国通貨とする。
　（２）　 入札保証金
　　　　 入札に参加しようとする者は、入札執行の際に見積もった額の ���分の �以上の
　　　 金額を �の（３）記載の入札の日時までに納付すること。ただし、次のア又はイの
　　　 いずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
　　　 ア　 入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間
　　　　 に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る
　　　　 保険証券を提出したとき。
　　　 イ　 入札に参加しようとする者が、過去 �年の間に国（公団を含む。）又は地方公�
　　　　 共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模を同じくする契約を �回以上にわ
　　　　 たって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出し
　　　　 たとき（その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれが
　　　　 ないと認められるときに限る。）。
　（３）　 契約保証金
　　　　 契約担当者が指定する日時までに、落札金額の ���分の ��以上の金額を納付する�
　　　 こと。ただし、次のア又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免
　　　 除される。
　　　 ア　 契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証
　　　　 保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
　　　 イ　 過去 �年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体とこの入札に付する事項�
　　　　 と種類及び規模を同じくする契約を �回以上にわたって締結し、かつ、これらを
　　　　 誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が契約を履行しないこ
　　　　 ととなるおそれがないと認められるときに限る。）。
　（４）　 入札の無効
　　　　 本公告に示した競争入札資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履
　　　 行しなかった者のした入札その他入札説明書に記載する入札の無効に該当する入札
　　　 は、無効とする。
　（５）　 落札者の決定の方法
　　　　 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申
　　　 込みをしたものを落札者とする。
　（６）　 契約書作成の要否
　　　　 要
　（７）　 最低制限価格
　　　　 設定しない。
　（８）　 その他の詳細は、入札説明書による。

　登載依頼

　熊本県職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県人事委員会委員長　 中　 島　 伸　 之
熊本県人事委員会規則第 38 号
　　　 熊本県職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の一部を改正する
　　　 規則
　熊本県職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則（昭和 ��年熊本県人事
委員会規則第 ��号）の一部を次のように改正する。
　第 �条第 �号ウを次のように改める。
　　 ウ　 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条の �に規定
　　　 する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされ
　　　 る者をいう。以下同じ。）（人事委員会の定める者に限る。）
　第 �条第 �項第 �号ウを次のように改める。
　　 ウ　 公庫等職員（人事委員会の定める者に限る。）
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　　　 附　 則
　この規則は、公布の日から施行する。

熊本県公安委員会規則第 7 号
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